
令和３年度 第１回上越市国民健康保険運営協議会次第 

 

日時：令和３年８月５日（木）午後２時～ 

場所：上越市役所 401 会議室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議事録署名委員の指名について 

 

４ 議  事 

(1) 報告事項 

① 上越市国民健康保険税条例及び上越市介護保険条例の一部改正について 

  資料１ 

 

(2) 協議事項 

① 令和２年度上越市国民健康保険特別会計決算（見込み）について 

  資料２－１、２－２ 

② 令和２年度上越市診療所特別会計決算（見込み）について 資料３ 

③ 令和３年度上越市国民健康保険特別会計補正予算（案）について 資料４ 

 

(3) その他 

 

 

５ 閉  会 
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上越市国民健康保険税条例及び上越市介護保険 
条例の一部改正について 

 

１ 改正理由 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、国民健

康保険税及び介護保険料の減免を行うため、所要の改正を行ったもの 

 

２ 主な改正内容 

 ⑴ 第１条の規定による上越市国民健康保険税条例の改正内容 

前年度と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ

る場合等における国民健康保険税の減免を行うため、必要な規定を整備した。（附

則第２０項関係） 

 ⑵ 第２条の規定による上越市介護保険条例の改正内容 

  前年度と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ

る場合等における介護保険料の減免を行うため、必要な規定を整備した。（附則第

１７条関係） 

 

３ 施行期日等 

  公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 

４ 上越市国民健康保険税条例及び上越市介護保険条例改正案新旧対照表  

 ⑴ 第１条の規定による上越市国民健康保険税条例の一部改正 

（下線部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

附 則 

１～１９ 略 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険税の減免） 

２０ 令和２年２月１日から令和４年３月 

３１日までの間に納期限（特別徴収の場合

にあっては、特別徴収対象年金給付の支払

日。以下この項において同じ。）が定めら

れている保険税（被保険者の資格を取得し

た日から１４日以内に国民健康保険法第９

条第１項の規定による届出が行われなかっ

たため令和２年２月１日以降に納期限が定

められている保険税であって、当該届出が 

被保険者の資格を取得した日から１４日以 

内に行われていたならば同年２月１日前に 

納期限が定められるべきものを除く。）の

減免については、次のいずれかに該当する

者は、第２９条第１項に規定する保険税の

減免の要件を満たすものとして、同項の規 

附 則 

１～１９ 略 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険税の減免） 

２０ 令和２年２月１日から令和３年３月 

３１日までの間に納期限（特別徴収の場合

にあっては、特別徴収対象年金給付の支払

日。以下この項において同じ。）が定めら

れている保険税（被保険者の資格を取得し

た日から１４日以内に国民健康保険法第９

条第１項の規定による届出が行われなかっ

たため令和２年２月１日以降に納期限が定

められている保険税であって、当該届出が 

被保険者の資格を取得した日から１４日以 

内に行われていたならば同年２月１日前に

納期限が定められるべきものを除く。）の

減免については、次のいずれかに該当する

者は、第２９条第１項に規定する保険税の

減免の要件を満たすものとして、同項の規 

資料１ 
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改  正  案 改  正  前 

定を適用する。 

⑴ 略 

⑵ 略 

 ア 略 

 イ 世帯の生計を主として維持する者の

前年の法第３１４条の２第１項に規定

する総所得金額及び山林所得金額並び

に国民健康保険法施行令（昭和３３年

政令第３６２号）第２７条の２第１項

に規定する他の所得と区別して計算さ

れる所得の金額（法第３１４条の２第

１項各号及び第２項の規定の適用があ

る場合には、その適用前の金額 ）の

合計額が１，０００万円以下であるこ

と。 

  ウ 略 

２１ 略 

 

定を適用する。 

⑴ 略 

⑵ 略 

 ア 略 

 イ 世帯の生計を主として維持する者の

前年の法第３１４条の２第１項に規定

する総所得金額及び山林所得金額並び

に国民健康保険法施行令（昭和３３年

政令第３６２号）第２７条の２第１項

に規定する他の所得と区別して計算さ

れる所得の金額（法第３１４条の２第

１項各号及び第２項の規定の適用があ

る場合には、その適用前の金額。）の

合計額が１，０００万円以下であるこ

と。 

  ウ 略 

２１ 略 

 

 

⑵ 第２条の規定による上越市介護保険条例の一部改正 

（下線部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（第１号被保険者の保険料率） 

第８条 略 

⑴～⑸ 略  

⑹ 令第３９条第１項第６号に掲げる者で

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項、第

３５条の３第１項又は第３６条の規定の

適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零と

する。以下、附則第１７条を除き、「合

計所得金額」という。）が５０万円未満

のもの ９万２，３００円 

⑺～⒂ 略 

２及び３ 略 

（第１号被保険者の保険料率） 

第８条 略 

⑴～⑸ 略  

⑹ 令第３９条第１項第６号に掲げる者で

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第３４

条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項、第

３５条の３第１項又は第３６条の規定の

適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特

別控除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零と

する。以下           「合

計所得金額」という。）が５０万円未満

のもの ９万２，３００円 

⑺～⒂ 略 

２及び３ 略 
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改  正  案 改  正  前 

   附 則 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

第１７条 令和２年２月１日から令和４年３

月３１日までの間に納期限（特別徴収の場

合にあっては、特別徴収対象年金給付の支

払日。以下この項において同じ。）が定め

られている保険料のうち、令和２年２月分

以降の保険料の減免については、次の各号

のいずれかに該当する者は、第１７条第１

項に規定する保険料の減免の要件を満たす

ものとして、同項の規定を適用する。 

⑴ 略 

⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、生計中心者の事業収入、不動産収

入、山林収入又は給与収入（以下この号

において「事業収入等」という。）の減

少が見込まれ、次のア及びイに該当する

こと。 

 ア 略 

 イ 合計所得金額（令第２２条の２第１

項に規定する合計所得金額をいう。）

のうち、減少することが見込まれる事

業収入等に係る所得以外の前年の所得

の合計額が４００万円以下であるこ

と。 

２ 略 

   附 則 

（新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

第１７条 令和２年２月１日から令和３年３

月３１日までの間に納期限（特別徴収の場

合にあっては、特別徴収対象年金給付の支

払日。以下この項において同じ。）が定め

られている保険料のうち、令和２年２月分

以降の保険料の減免については、次の各号

のいずれかに該当する者は、第１７条第１

項に規定する保険料の減免の要件を満たす

ものとして、同項の規定を適用する。 

⑴ 略 

⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、生計中心者の事業収入、不動産収

入、山林収入又は給与収入（以下この号

において「事業収入等」という。）の減

少が見込まれ、次のア及びイに該当する

こと。 

 ア 略 

 イ 減少する               

                  

        ことが見込まれる事

業収入等に係る所得以外の前年の所得

の合計額が４００万円以下であるこ

と。 

２ 略 

 

 

５ 国による財政支援 

  国民健康保険税及び介護保険料の減免において、国の基準による減免を行った場合

は、令和２年度は減免総額の１０分の１０の財政支援であったが、令和３年度につい

ては、減免総額の１０分の２の財政支援になる見込みである。 

 


